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○小児科・産科における医療資源の集約化・重点化の推進について  

（平成17年12月22日）  

（／医政発第1222007号／雇児発第1222007号／総財経第422号／17文科高第642号／）  

（各都道府県知事あて厚生労働省医政局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、総務省自  

治財政局長、文部科学省高等教育局長通知）   

小児科、産科等の特定の診療科における医師の偏在問題については、平成1了年12月1  

日に取りまとめられた「医療制度改革大綱」（政府・与党医療改革協議会）においても、地  

域の実情に応じた医師確保策を総合的に講じていくべきことが指摘されるなど、早急な対  

応が求められている大きな課題である。   

厚生労働省、総務省及び文部科学省から成る「地域医療に関する関係省庁連絡会議」に  

おいては、平成17年8月に「医師確保総合対策」（参考資料）を取りまとめ、標記の集約化・  

重点化の推進を含め、積極的に取り組んでいくこととしている。   

その中で、小児科・産科の医師偏在の問題については、医療資源の集約化・重点化を推  

進することが、住民への適切な医療の提供を確保するためには、当面の最も有効な方策と  

考えられることから、関係の学会や医会、関係団体の有識者の参画を得たワーキンググル  

ープを設けて検討を重ね、別添の「小児科・産科医師確保が困難な地域における当面の対  

応について」（以下「本報告書」という。）を取りまとめ、平成17年12月2日に公表した  

ところである。   

ついては、各都道府県におかれては、関係の学会や医会、関係団体の参画を得て取りま  

とめられた本報告書の内容に従って検討を行い、必要性が認められた場合には、都道府県  

において集約化・重点化計画を策定し、関係者の協力の下でこれを実施していくことが望  

ましいと考えるので、その趣旨を十分御理解の上、下記の点に御留意いただきつつ、積極  

的に取り組んでいただくようお願いする。  

記  

1主休   

地域医療の確保という観点から、都道府県が主体となり、基本的に、関係者から成る地  

域医療対策協議会（平成16年3月31日付け医政発第0331002号・総財経第89号・15文科  

高第918号厚生労働省医政局長・総務省自治財政局長・文部科学省高等教育局長連名通知  

参照）を活用すること。  

2 対象   

公立病院を中心とし、地域の実情に応じて他の公的な病院等も対象とすること。  

3 スケジュール   



平成18年度未を目途に、集約化・重点化の必要性の検討を行い、その実施の適否を決定  

した上で、具体策を取りまとめること。   

また、平成20年度までに取りまとめられる医療計画において、当該具体策を記載するこ  

と。  

4 集約化・重点化計画の策定   

集約化・重点化計画の策定に当たっては、小児科・産科医師の確保が困難な地域につい  

て圏域を設定し、当該圏域ごとに、診療機能を集約化・重点化して分野別に特化した小児  

医療又はハイリスク分娩を中心とした産科医療を担う病院として「連携強化病院」と、必  

要に応じ連携掛ヒ病院に一定の機能を移転する病院として「連携病院」とを設定すること。   

なお、圏域においては、集約化・重点化計画において設定した連携強化病院と連携病院  

にとどまらず、診療所を含めた地域の連携体制を構築するものとすること。  

5 関係者   

国、都道府県はもとより、市町村や関係団体についても、本報告手を踏まえた役割を果  

たせるようにするため、都道府県においても、本報告書の周知を行った上で、関係者との  

協議を進められたいこと。  

6 その他  

（1）集約化・重点化については、全国一律に実施するものではなく、当該地域における必  

要性を勘案して、都道府県において検討の上、実施の適否を含めて検討するものであると  

ともに、小児科・産科医師の確保が困難な地域において当面の小児科一産科の医療確保を  

行うための緊急避難的な対策であること。  

（2）産科においては、地域偏在が著しい場合には、都道府県域を越えたブロック単位での  

集約化・重点化を考える必要があること。   



疾病又は手業ごとの医療体制について（抜粋）  

（平成19年7月20日付医政局指導課長通知）  

小児医療の体制構築に係る指針  

第2 医療機関とその連携  

1 目指すべき方向   

当面、日本小児科学会が示している「我が国の小児医療提供体制の構想」を参考に、  

小児救急医療のみならず一般の医療も視野に入れながら、医療体制を構築していく。   

その際、圏域ごとに少なくとも一箇所の小児専門医療を取り扱う病院を確保するこ  

とを目標に、既存の医療機関相互の連携や各事業の効果的な組合せ等によって、地域  

における小児医療の連携の構築を目指すこととする。  

（1）子どもの健康を守るために、家族を支援する体制   

① 急病時の対応等について健康相談・支援を実施可能な体制   

② 慢性疾患児や障害児、心の問題のある児の家族に対する精神的サポート等を実  

施する体制   

③ 家族による救急蘇生法等、不慮の事故や急病への対応が可能な体制  

（2）小児患者に対し、その症状に応じた対応が可能な体制   

① 地域において、初期救急も含め→般的な小児医療を実施する体制   

② 二次医療圏において、拠点となる病院が、専門医療又は入院を要する小児救急  

医療を提供する体制   

③ 三次医療圏において、高度な専門医療又は重篤な小児患者に対する救命医療を  

提供する体制  

※ 慢性疾患児や障害児、心の問題のある児等に関しては、上記①～③の分類に基づく医療提供体制  

が必ずしも当てはまらない場合が想定されることから、地域の実情に応じ、適宜、体制の確保を図  

る。  

（3）地域の小児医療が確保される体制   

① 医療資源の集約化・重点化の実施により、小児専門医療を担う病院が確保され  

る体制   

② 小児医療に係る医師の確保が著しく困難な地域については、医療の連携の構築   



を図ることで、全体で対応できる体制  

（4）療養・療育支援が可能な体制  

①小児病棟やNICU等で療養中の重症心身障害児等が生活の場で療養・療育でき  

るよう、医療、介護及び福祉サービスが相互に連携した支援を実施  

2 各医療機能と連携   

前記「目指すべき方向」を踏まえ、救急の医療体制に求められる医療機能を下記（1）  

から（4）に示す。   

都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機関等に求められる事項等）について、  

地域の実情に応じて柔軟に設定する。  

（1）健康相談等の支援の機能【相談支援等】  

① 目標  

・ 子供の急病時の対応等を支援すること  

・慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資  

源、福祉サービス等について情報を提供すること  

・ 不慮の事故等の救急の対応が必要な場合に、救急蘇生法等を実施できること  

② 関係者に求められる事項  

（家族等周囲にいる者）  

・ 必要に応じ電話相談事業等を活用すること  

・ 不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと  

・救急蘇生法等の適切な処置を実施すること  

（消防機関等）  

心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を家族等に対し、指導する   

こと  

・ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること  

・救急医療情報システムを活用し、適切な医療機関へ速やかに搬送すること  

（行政機関）  

・休日・夜間等に子供の急病等に関する相談体制を確保すること（小児救急電   

話相談事業）  

・急病時の対応等について受療行動の啓発を実施すること（小児救急医療啓発   

事業）  

心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を、家族等に対し指導する   

体制を確保すること（自動体外式除細動器普及啓発事業）  

・慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資   



源福祉サービス等についで情報を提供すること  

（2）・一般小児医療  

地域において、 日常的な小児医療を実施する。  

（2－1）・一般小児医療（初期小児救急医療を除く」を担う機青巨【一般小児医療】   

① 目標  

・ 地域に必要な一般小児医療を実施すること  

・ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施する  

こと  

② 医療機関に求められる事項  

・ 一般的な小児医療に必要とされる診断・検査・治療を実施すること  

・ 軽症の入院診療を実施すること（入院設備を有する場合）  

・ 他の医療機関の小児病棟やNICU等から退院するに当たり、生活の場（施  

設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施すること  

・訪問看護ステーション、福祉サービス事業者、行改等との連携により、医療、  

介護及び福祉サービス（レスバイトを含む。）を調整すること  

・重症心身障害児施設等、自宅以外の生活の場を含めた在宅医療を実施するこ  

と  

・家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること  

慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携していること  

・ 専門医療を担う地域の病院と、診療情報や治療計画を共有するなどして連携  

していること  

③ 医療機関等の例  

小児科を標樺する診療所   

・一般小児科病院※、過疎小児科病院●㌘   

・ 連携病院（集約化推進通知に規定されるもの）   

・ 訪問看護ステーション  

※ 平成18年6月日本小児科学会理事会中間報告書「小児医療提供体制の改革ビジョン」（以  

下「改革ビジョン」という。）に規定されるもの  

（2－2）初期小児救急医療を担う機能【初期小児救急】  

① 目標  

・ 初期小児救急を実施すること  

② 医療機関に求められる事項  

小児初期救急センター、休日夜間急患センター等において平日昼間や夜間休  

日における初期小児救急医療を実施すること   



緊急手術や入院等を要する場合に備え、対応可能な医療機関と連携している  

こと   

地域で小児医療に従事する開業医等が、病院の開放施設（オープン制度）や  

小児初期救急センター等、夜間休日の初期小児救急医療に参画すること  

③ 医療機関の例   

（平日昼間）  

小児科を標樺する診療所  

・一般小児科病院、過疎小児科病院（改革ビジョンに規定されるもの）  

・連携病院（集約化推進通知に規定されるもの）  

（夜間休日）   

在宅当番医制に参加している診療所、休日夜間急患センター、小児初期救急  

センター  

（3）埋岬「地域小児科センター」こ相当するもの」）  
小児医療圏において中核的な小児医療を実施する。  

（3－1）／卜児専門医療を担う機能【小児専門医療】  

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の連携強化   

病院に係る記載も参照。）  

（∋ 目標   

・一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者に対する医療を実施するこ  

と  

小児専門医療を実施すること  

② 医療機関に求められる事項  

・高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門医療を行うこと  

・一般の小児医療の行う機関では対応が困難な患者や常時監視・治療の必要な  

患者等に対する入院診療を行うこと  

小児科を標梼する診療所や一般病院等の地域における医療機関と、小児医療   

の連携体制を形成することにより、地域で求められる小児医療を全体として実  

施すること  

・より高度専門的な対応について、高次機能病院と連携していること  

・療養・療育支援を担う施設と連携していること  

・家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること  

③ 医療機関の例  

・地域小児科センター（NICU型）（改革ビジョンに規定されるもの）  

・連携強化病院（集約化推進通知に規定されるもの）   



（3－2）入院を要する救急医療を担う機青巨【入院小児救急】   

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の連携強化   

病院に係る記載も参照。）  

（D 目標  

・入院を要する小児救急医療を24時間体制で実施すること  

② 医療機関に求められる事項  

・入院を要する小児救急医療を24時間365日体制で実施可能であること  

小児科を標模する診療所や一般病院等の地域医療機関と連携し、地域で求め  

られる入院を要する小児救急医療を担うこと  

・高度専門的な対応について、高次機能病院と連携していること  

・療養・療育支援を担う施設と連携していること  

・家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること  

③ 医療機関の例  

・地域小児科センター（救急型）（改革ビジョンに規定されるもの）  

・連携強化病院（集約化推進通知に規定されるもの）  

小児救急医療拠点病院  

小児救急医療支援事業により輪番制に参加している病院  

（4）小児中核病院  

三次医療圏において中核的な小児医療を実施する。  

（4－1）高度な小児専門医療を担う機首巨【高度小児専門医療】  

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の高次機能   

病院に係る記載も参照。）  

（∋ 目標   

・地域小児医療センターでは対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療を  

実施すること  

② 医療機関に求められる事項  

・広範囲の臓器専門医療を含め、地域小児医療センターでは対応が困難な患者  

に対する高度専門的な診断・検査・治療を実施すること  

・療養・療育支援を担う施設と連携していること  

・家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること  

③ 医療機関の例  

・中核病院（改革ビジョンに規定されるもの）  

・ 大学医学部附属病院   



小児専門病院  

（4－2）小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】  

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の高次機能   

病院に係る記載も参照。）  

（D 目標  

小児の救命救急医療を24時間体制で実施すること  

② 医療機関に求められる事項  

・地域小児医療センターからの紹介患者や救急搬送による患者を中心として、  

重篤な小児患者に対する救急医療を24時間365日体制で実施すること  

小児集中治療室（PICU）を運営することが望ましいこと  

・療養・療育支援を担う施設と連携していること  

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること  

③ 医療機関の例  

・ 救命救急センター  

小児救急医療拠点病院のうち救命救急医療を提供するもの   



救 急 医 療 体 系 図   



消防法の一部を改正する法律の概要   

傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送及び  

筆入れの実施基準を定めるとともに、当該実施基準に関し意見を聴くため、消防機関、医療機関  

等を構成員とする協議会を設置する等の改正を行う。  

（1）実施基準の作成   

①都道府県は、消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅  

速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を定めなけれ  

ばならない。   

②実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府  

県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。  

イ傷病者の心身等の状況（以下「傷病者の状況」という。）に応じた適切な医療の提供が行  

われることを確保するために医療機関を分類する基準  

ロ イに掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分lこ該当する医療機関  

の名称  

ハ消防機関が傷病者の状況を確認するための基準  

二消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準  

ホ消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するため  

の基準  

ヘニ及びホに掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の  

合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項  

トイ～へに掲げるもののほか、傷病者の搬送及び受入れの実施に閲し都道府県が必要と  

認める事項   

③実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画と  

の調和が保たれるように定められなければならない。   

④都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、（4）に規定する協議会の意見を聴か  

なければならない。   

⑤都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。   

⑥③～⑤については、実施基準の変更について準用する。  

（2）総務大臣及び厚生労働大臣の援助  

総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、盛夏生   

情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。  

（3）実施基準の遵守等   

①消防機関は、傷病者の搬送に当たっては、実施基準を遵守しなければならない。   



②医療機関は、傷病者の受入れに当たっては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。  

（4）実施基準に関する協議等を行うための協議会   

①都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの  

実施に係る連絡調整を行うための卿ものとする。   

②協議会は、次に掲げる者をもって構成する。  

イ 消防機関の職員  

口即ょその指定する唇師  

ハ診療に関する学識経験者の団体の推薦する着  

手都道府県の職員  

ホ学卿琴める者   

③協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、  

説明その他の協力を求めることができる。   

④協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び受入れの実施に閲し  

必要な事項について意見を述べることができる。  

（5）施行期日  

公布の日から6月以内の政令で定める日   




